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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バヨネット爪部を備える交換レンズを撮像装置本体に対して着脱するために前記撮像装
置本体に設けられるレンズマウントであって、
　前記交換レンズのレンズ側マウント面と当接可能な本体側マウント面と、第１のねじ部
とを有する固定マウント部と、
　前記固定マウント部に固定されると共に、前記固定マウント部よりも前記撮像装置本体
に設けられた撮像素子に近い位置にあって前記撮像装置本体に固定される第１の固定部と
、
　前記交換レンズの前記バヨネット爪部と係合する爪部と、前記第１のねじ部と螺合する
第２のねじ部とを有する可動マウント部と、を備え、
　光軸を中心とした前記可動マウント部の回転により前記第１のねじ部と前記第２のねじ
部とが螺合し、前記第１のねじ部と前記第２のねじ部との螺合にしたがって前記可動マウ
ント部が前記第１の固定部に向かって移動し、前記可動マウント部の前記移動により、前
記可動マウント部の前記爪部が当該爪部よりも被写体側にある前記交換レンズのバヨネッ
ト爪部と、前記固定マウント部の本体側マウント面が当該本体側マウント面よりも被写体
側にある前記交換レンズのレンズ側マウント面と、それぞれ当接することを特徴とするレ
ンズマウント。
【請求項２】
　前記光軸と直交する外周方向に前記可動マウント部から突出するように前記可動マウン
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ト部に固定される腕部とを備え、
　前記固定マウント部に対して相対的に前記腕部が前記光軸を中心として回転したときに
、前記腕部の移動に応じて前記可動マウント部が前記光軸を中心として回転することを特
徴とする請求項１に記載のレンズマウント。
【請求項３】
　前記固定マウント部に対して回転自在に配設されるリング部と、
　前記リング部を介して前記腕部の少なくとも一方と締結され、前記可動マウント部の回
転操作に用いられる操作部と、を有することを特徴とする請求項２に記載のレンズマウン
ト。
【請求項４】
　前記固定マウント部に固定され、前記操作部を回動させる際に用いられる指置き部を有
する第２の固定部を更に有することを特徴とする請求項３に記載のレンズマウント。
【請求項５】
　前記固定マウント部と前記腕部のそれぞれに当接面が設けられ、前記固定マウント部の
当接面と前記腕部の少なくとも一方の当接面が互いに当接して前記可動マウント部の回転
量を規制することを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載のレンズマウント。
【請求項６】
　前記固定マウント部は、その側面に形成された切り欠き部を有し、
　前記可動マウント部は、金属球体を前記固定マウント部の側面に対して付勢する弾性部
材を有し、
　前記金属球体は、前記交換レンズのバヨネット爪部と前記可動マウント部の爪部とが光
軸方向にみて互いに重ならない状態では前記切り欠き部に嵌入し、前記バヨネット爪部と
前記爪部とが光軸方向にみて互いに重なる状態では前記固定マウント部の側面に乗り上げ
ることを特徴とする請求項１に記載のレンズマウント。
【請求項７】
　前記交換レンズが前記撮像装置本体に装着された状態で、前記交換レンズに設けられた
レンズ側接点端子部に対して付勢されて前記レンズ側接点端子部と接触する本体側接点端
子部を更に有し、
　前記固定マウント部には前記交換レンズのレンズ側マウント部が嵌入する開口部が形成
され、前記レンズ側マウント部が前記固定マウント部の前記開口部に嵌入されるときに前
記レンズ側接点端子部と前記本体側接点端子部とが光軸に略垂直な方向に擦れ合うことを
特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のレンズマウント。
【請求項８】
　前記固定マウント部は、前記レンズ側マウント部を前記固定マウント部の前記開口部に
嵌入させる際に前記レンズ側マウント部を案内する案内部を有することを特徴とする請求
項７に記載のレンズマウント。
【請求項９】
　前記可動マウント部の回転により、前記交換レンズのバヨネット爪部と前記可動マウン
ト部の爪部とが光軸方向にみて重なっていない状態から重なる状態に移行することを特徴
とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のレンズマウント。
【請求項１０】
　撮像素子を有する撮像装置本体と、バヨネット爪部を有する交換レンズの前記撮像装置
本体に対する着脱を自在に行うために前記撮像装置本体に設けられるレンズマウントと、
を有する撮像装置であって、
　前記レンズマウントは、
　前記交換レンズのレンズ側マウント面と当接可能な本体側マウント面と、第１のねじ部
とを有する固定マウント部と、
　前記固定マウント部に固定されると共に、前記固定マウント部よりも前記撮像素子に近
い位置にあって前記撮像装置本体に固定される固定部と、
　前記交換レンズの前記バヨネット爪部と係合する爪部と、前記第１のねじ部と螺合する
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第２のねじ部とを有する可動マウント部と、を備え、
　光軸を中心とした前記可動マウント部の回転により前記第１のねじ部と前記第２のねじ
部とが螺合し、前記第１のねじ部と前記第２のねじ部との螺合にしたがって前記可動マウ
ント部が前記固定部に向かって移動し、前記可動マウント部の前記移動により、前記可動
マウント部の前記爪部が当該爪部よりも被写体側にある前記交換レンズのバヨネット爪部
と、前記固定マウント部の本体側マウント面が当該本体側マウント面よりも被写体側にあ
る前記交換レンズのレンズ側マウント面と、それぞれ当接することを特徴とする撮像装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズ交換が可能な撮像装置のレンズマウントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像素子を内蔵する撮像装置として、状況に応じて画角や焦点深度、Ｆ値等を変えて撮
影を行うことができるように、単焦点レンズやズームレンズ、広角レンズ、望遠レンズ、
マクロレンズ等（以下「交換レンズ」と称する）を交換可能な撮像装置が知られている。
交換レンズを撮像装置本体に対して着脱自在とするためのレンズマウント方式としては、
バヨネット式レンズマウントが広く用いられている。
【０００３】
　バヨネット式レンズマウントでは、一般的に、撮像素子までの距離が調整されるように
撮像装置本体に設けられたマウント面に爪形状部を形成し、一方、交換レンズのマウント
面にも爪形状部を形成する。そして、互いのマウント面を当接させた状態で交換レンズと
撮像装置本体とを相対的に回転させることで、互いの爪形状部を嵌合させる。このとき、
撮像装置本体に内蔵されたバネ部材が、交換レンズの爪形状部を撮像装置本体の内部に向
けて付勢することにより交換レンズが撮像素子側に付勢され、これにより交換レンズは撮
像装置本体に保持される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のバヨネット式レンズマウントでは、バネ部材の付勢力により交換
レンズを保持しているため、バネ部材の撓みの分だけ交換レンズががたつくという問題が
ある。特に、大型の交換レンズを取り付けた場合には、レンズマウント部でのがたつきが
生じやすくなり、レンズマウント部のがたつきによって撮影画像の画質が低下するおそれ
がある。
【０００６】
　本発明は、交換レンズを撮像装置本体に対して容易に着脱することができるようにする
と共に、交換レンズが撮像装置本体に取り付けられた状態において交換レンズのがたつき
を抑えることができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るレンズマウントは、バヨネット爪部を備える交換レンズを撮像装置本体に
対して着脱するために前記撮像装置本体に設けられるレンズマウントであって、前記交換
レンズのレンズ側マウント面と当接可能な本体側マウント面と、第１のねじ部とを有する
固定マウント部と、前記固定マウント部に固定されると共に、前記固定マウント部よりも
前記撮像装置本体に設けられた撮像素子に近い位置にあって前記撮像装置本体に固定され
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る第１の固定部と、前記交換レンズの前記バヨネット爪部と係合する爪部と、前記第１の
ねじ部と螺合する第２のねじ部とを有する可動マウント部と、を備え、光軸を中心とした
前記可動マウント部の回転により前記第１のねじ部と前記第２のねじ部とが螺合し、前記
第１のねじ部と前記第２のねじ部との螺合にしたがって前記可動マウント部が前記第１の
固定部に向かって移動し、前記可動マウント部の前記移動により、前記可動マウント部の
前記爪部が当該爪部よりも被写体側にある前記交換レンズのバヨネット爪部と、前記固定
マウント部の本体側マウント面が当該本体側マウント面よりも被写体側にある前記交換レ
ンズのレンズ側マウント面と、それぞれ当接することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、交換レンズを撮像装置本体に対して容易に取り付けることができ、取
り付けられた状態での交換レンズのがたつきを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るレンズマウントを備える撮像装置本体に交換レンズを取
り付けてなる撮像装置の外観を示す正面斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るレンズマウントの要部を撮像装置本体の正面側から見て
示す分解斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係るレンズマウントの要部を撮像装置本体の背面側から見て
示す分解斜視図である。
【図４】交換レンズのマウント部の一部を示す正面斜視図である。
【図５】交換レンズを撮像装置本体に取り付けるときのレンズマウントの要素の動作を示
す正面図である。
【図６】図５中に示す矢視Ａ－Ａ断面図、矢視Ｂ－Ｂ断面図及び矢視Ｃ－Ｃ断面図である
。
【図７】図５中に示すＤ部、Ｅ部及びＦ部の拡大図である。
【図８】本発明の実施形態に係るレンズマウントの全体構成を撮像装置本体の正面側から
見て示す分解斜視図である。
【図９】本発明の実施形態に係るレンズマウントの全体構成を撮像装置本体の背面側から
見て示す分解斜視図である。
【図１０】図９に示すＧ部を詳細に示す拡大図である。
【図１１】撮像装置本体に対して交換レンズを着脱する様子を示す斜視図である。
【図１２】レンズマントの全体構成における、腕部の光軸に垂直な断面図である。
【図１３】交換レンズを撮像装置本体に取り付ける際のレンズマウント（全体構成）の動
作を経時的に示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　＜レンズマウントの構造＞
　図１は、本発明の実施形態に係るレンズマウントを備える撮像装置本体２００に交換レ
ンズ１００を取り付けてなる撮像装置の外観を示す正面斜視図である。図２は、本発明の
実施形態に係るレンズマウントの要部を、撮像装置本体２００の正面側から見て示す分解
斜視図であり、図３は、本発明の実施形態に係るレンズマウントの要部を、撮像装置本体
２００の背面側から見て示す分解斜視図である。図４は、交換レンズ１００のマウント部
１１０の一部を示す正面斜視図である。
【００１２】
　撮像装置本体２００の正面側に交換レンズ１００を着脱するためのレンズマウントが設
けられている。交換レンズ１００は、従来のバヨネット式レンズマウントに準じた構造を
有するマウント部１１０を備えている。すなわち、交換レンズ１００において、撮像装置
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本体２００に設けられたレンズマウントに着脱されるマウント部１１０は、レンズ側マウ
ント面１１１及びバヨネット爪部１１２ａ，１１２ｂ，１１２ｃを有する。そして、図４
に示されるように、バヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃは、バヨネット爪接触面１１３ａ
，１１３ｂ，１１３ｃを有する。
【００１３】
　撮像装置本体２００に設けられたレンズマウントは、大略的に、第１の固定部２１０、
固定マウント部２２０、可動マウント部２４０及び腕部２６０ａ，２６０ｂによって構成
される。撮像装置本体２００のフレーム（不図示）等に固定される第１の固定部２１０は
、第１の締結部２１１ａ，２１１ｂ，２１１ｃ，２１１ｄを有し、第１の締結部２１１ａ
～２１１ｄにはタップが切られている。
【００１４】
　固定マウント部２２０は、本体側マウント面２２１、開口部２２２、雌ねじ部（第１の
ねじ部）２２３、貫通穴部２２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃ，２２４ｄ、第１の当接面２３
１及び第２の当接面２３２を有する。本体側マウント面２２１は、交換レンズ１００が撮
像装置本体２００に装着されたときに、交換レンズ１００のレンズ側マウント面１１１と
当接する。また、開口部２２２には、交換レンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１
２ｃが挿通される。雌ねじ部２２３は、光軸を中心にして形成されている。貫通穴部２２
４ａ～２２４ｄを挿通したビスが第１の固定部２１０の第１の締結部２１１ａ～２１１ｄ
に締結され、これにより、固定マウント部２２０は第１の固定部２１０に固定される。
【００１５】
　可動マウント部２４０は、爪部２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ、雄ねじ部（第２のねじ
部）２４３及び締結部２４４ａ，２４４ｂ，２４４ｃ，２４４ｄを有する。爪部２４１ａ
～２４１ｃはそれぞれ、交換レンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃのバヨネ
ット爪接触面１１３ａ～１１３ｃと当接する爪接触面２４２ａ，２４２ｂ，２４２ｃを有
する。雄ねじ部２４３は、固定マウント部２２０の雌ねじ部２２３と螺合する。締結部２
４４ａ～２４４ｄにはタップが切られている。
【００１６】
　腕部２６０ａ，２６０ｂは同等構造を有する。腕部２６０ａ，２０６ｂはそれぞれ、腕
部当接面２６５，２６６を有する。また、腕部２６０ａは貫通穴部２６４ａ，２６４ｂを
有し、腕部２６０ｂは貫通穴部２６４ｃ，２６４ｄを有する。腕部２６０ａ，２６０ｂは
、第１の固定部２１０と固定マウント部２２０とに挟まれた領域において、可動マウント
部２４０に対して突設される。貫通穴部２６４ａ～２６４ｄに挿通されたビスは、締結部
２４４ａ～２４４ｄに締結され、これにより腕部２６０ａ，２６０ｂは可動マウント部２
４０に固定される。腕部当接面２６５，２６６の機能については、後述する。
【００１７】
　＜交換レンズ１００の撮像装置本体２００に対する着脱方法＞
　図５は、交換レンズ１００を撮像装置本体２００に取り付けるときのレンズマウントの
要素の動作を示す正面図である。
【００１８】
　図５（ａ）は、交換レンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃと可動マウント
の爪部２４１ａ～２４１ｃとが光軸投影上で重なっておらず、交換レンズ１００が撮像装
置本体２００に対して着脱可能な位置を示している。なお、「爪部どうしが光軸投影上で
重なっていない」とは、各爪部を光軸方向から重ねてみたときに、それぞれの爪部が重な
っていないことをいう。
【００１９】
　図５（ｂ）は、可動マウント部２４０を固定マウント部２２０に対して、光軸を中心に
して撮像装置本体２００の正面から見て反時計回りに回転させ、バヨネット爪部１１２ａ
～１１２ｃと爪部２４１ａ～２４１ｃとが光軸投影上で重なった状態を示す。なお、可動
マウント部２４０の回転方法については後述する。
【００２０】
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　図５（ｃ）は、爪接触面２４２ａ～２４２ｃとバヨネット爪接触面１１３ａ～１１３ｃ
とが当接するまで可動マウント部２４０を回転させ、交換レンズ１００が、撮像装置本体
２００に対して取り付けられた状態を示す。
【００２１】
　図６（ａ）は、図５（ａ）中に示す矢視Ａ－Ａ断面図であり、図６（ｂ）は、図５（ｂ
）中に示す矢視Ｂ－Ｂ断面図であり、図６（ｃ）は、図５（ｃ）中に示す矢視Ｃ－Ｃ断面
図である。また、図７（ａ）は、図５（ａ）中に示すＤ部の拡大図であり、図７（ｂ）は
、図５（ｂ）中に示すＥ部の拡大図であり。図７（ｃ）は、図５（ｃ）中に示すＦ部の拡
大図である。
【００２２】
　図６（ｂ）に示すように、本実施形態では、交換レンズ１００のマウント部１１０のレ
ンズ側マウント面１１１からバヨネット爪接触面１１３ａまでの距離を「距離α」とする
。また、固定マウント部２２０の本体側マウント面２２１と可動マウント部２４０の爪接
触面２４２ａとの間の距離を「距離β」とする。
【００２３】
　図５（ａ）の状態では、交換レンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃを固定
マウント部２２０の開口部２２２に挿通させ、交換レンズ１００のレンズ側マウント面１
１１と撮像装置本体２００の本体側マウント面２２１とを当接させている。すなわち、図
５（ａ）の状態は、交換レンズ１００を撮像装置本体２００に落とし込んだ状態である。
【００２４】
　図５（ｂ）の状態では、可動マウント部２４０の爪部２４１ａ～２４１ｃは、雌ねじ部
２２３と雄ねじ部２４３とが螺合しているため、可動マウント部２４０の回転にしたがっ
て光軸方向に沿って第１の固定部２１０に向かって移動している。
【００２５】
　図５（ｃ）の状態では、可動マウント部２４０の回転が終了している。可動マウント部
２４０の爪部２４１ａ～２４１ｃの爪接触面２４２ａ～２４２ｃは、交換レンズ１００の
バヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃのバヨネット爪接触面１１３ａ～１１３ｃと当接して
いる。つまり、交換レンズ１００は、撮像装置本体２００に対して、がたつきのない状態
で固定されている。
【００２６】
　ここで、本実施形態に係るレンズマウントを従来のレンズマウントと対比する。ねじ式
レンズマウントの場合、図６（ｃ）で当接している爪接触面２４２ａ～２４２ｃとバヨネ
ット爪接触面１１３ａ～１１３ｃの役割を持つ面を、撮像装置本体２００の本体側マウン
ト面２２１よりも交換レンズ１００側に設ける必要がある。そのため、ねじ式レンズマウ
ントは、撮像装置本体２００の小型化に不向きである。一方、一般的なバヨネット式レン
ズマウントの場合、本実施形態（図６（ｃ））において当接している可動マウント部２４
０の爪接触面２４２ａ～２４２ｃと交換レンズ１００のバヨネット爪接触面１１３ａ～１
１３ｃとの間に、隙間が存在する。つまり、“距離α＞距離β”の関係となっており、そ
の隙間を埋めるためにバネ部材を用いているが、このバネ部材のたわみ分だけ、交換レン
ズががたつくこととなる。
【００２７】
　これに対して、本実施形態に係るレンズマウントは、撮像装置本体２００の本体側マウ
ント面２２１よりも第１の固定部２１０側（撮像装置本体２００の内部側）に、交換レン
ズ１００を撮像装置本体２００に固定する構造を持つ。そのため、ねじ式レンズマウント
よりも、撮像装置本体２００の小型化に有利である。また、従来のバヨネット式レンズマ
ウントと比較すると、可動マウント部２４０の爪接触面２４２ａ～２４２ｃと交換レンズ
１００のバヨネット爪接触面１１３ａ～１１３ｃとの間に隙間が無いため、交換レンズ１
００のがたつきが防止される点で有利である。
【００２８】
　なお、本実施形態では、雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２３を、例えば、左ねじ、ねじ送
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り量：２ｍｍ、ねじピッチ：１ｍｍで構成することができる。また、雄ねじ部２４３と雌
ねじ部２２３とは、既存のバヨネット式レンズマウントの交換レンズ１００の取り付け回
転方向が撮像装置本体２００に対して時計回りであれば左ねじとなり、反時計回りであれ
ば右ねじとなる。
【００２９】
　ねじ送り量が大きいほど、少ない回転操作量で大きな光軸方向の移動距離が得られる。
つまり、ねじ送り量を大きくすると、回転操作量に対する距離βの移動量が大きくなる。
例えば、距離αが交換レンズ１００のマウント部１１０の個体差に起因してばらついてい
ても、このばらつきを上回る距離を少ない回転動作量で移動可能になるため、交換レンズ
１００を確実に締結し、固定することができる。逆に、ねじ送り量が小さいと、締め付け
軸力が大きくなる。つまり、交換レンズ１００を取り付けたときの締結力を大きくする場
合は、ねじ送り量を小さくする必要がある。このように、雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２
３のねじ送り量は、必要な特性が得られるように、適切に設定する必要がる。
【００３０】
　また、雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２３において、螺合するねじ山の数を多くすると、
雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２３への応力集中を分散させることができる。よって、狭い
スペースで螺合するねじ山の数を多くし、且つ、確実な締結と大きな締め付け軸力とを得
るためには、ねじピッチが小さく、且つ、ねじ送り量の大きい、多条ねじを用いることが
好ましい。なお、本実施形態における雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２３との間には、摺動
グリスが塗布される。これにより、雄ねじ部２４３と雌ねじ部２２３との摺動回転時のざ
らつきを抑え、耐久性能と摺動感を向上させることができる。
【００３１】
　＜レンズマウントへの機能部の配置＞
　次に、上述したレンズマウントの要部に機能部を追加した構成であるレンズマウントの
全体構成について説明する。図８は、レンズマウントの全体構成を撮像装置本体２００の
正面側から見て示す分解斜視図である。図９は、レンズマウントの全体構成を撮像装置本
体２００の背面側から見て示す分解斜視図であり、図１０は、図９中のＧ部を詳細に示す
拡大図である。
【００３２】
　交換レンズ１００は、鏡筒部１７０、マウント部１１０及び電気通信接点部１８０を有
する。撮像装置本体２００のレンズマウントは、第１の固定部２１０、固定マウント部２
２０、可動マウント部２４０、腕部２６０ａ，２６０ｂ、撮像素子ユニット３１０、リン
グ部３２０、第２の固定部３４０及び操作部３３０を有する。また、撮像装置本体２００
のレンズマウントは、弾性部材３５０、金属球体３６０、電気通信接点部３８０及び回転
検出部３７０を備える。
【００３３】
　撮像素子ユニット３１０は、撮像素子３１１、撮像素子３１１が実装される基板３１２
、及び、基板３１２を保持する保持板材３１３を有し、保持板材３１３には貫通穴部３１
４ａ，３１４ｂ，３１４ｃが形成されている。基板３１２に実装された撮像素子３１１は
、交換レンズ１００から入ってきた光を映像信号に変換する。
【００３４】
　第１の固定部２１０には第２の締結部２１２ａ，２１２ｂ，２１２ｃが形成されており
（図９参照）、ビスを、貫通穴部３１４ａ～３１４ｃに挿通させて、第２の締結部２１２
ａ～２１２ｃに締結する。このとき、保持板材３１３と第１の固定部２１０との間に任意
の厚みのワッシャ（不図示）を挟むことによって、撮像素子３１１と固定マウント部２２
０の本体側マウント面２２１との距離（フランジバック量）を調整する。こうして、撮像
素子ユニット３１０は第１の固定部２１０に固定される。
【００３５】
　リング部３２０は、開口部３２１、環状凸部３２２、切り欠き環状凸部３２３及び貫通
穴部３２６ａ，３２６ｂ，３２６ｃ，３２６ｄを有する。開口部３２１は、固定マウント



(8) JP 5836870 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

部２２０が有する筒部２２５（図８参照）と隙間嵌めの寸法関係で摺動係合し、固定マウ
ント部２２０に対して回転自在に配設される。ここで、隙間嵌めの寸法関係であることか
ら、リング部３２０と固定マウント部２２０との隙間は狭く、この隙間からの水滴やごみ
、光の侵入を防ぐことができる。つまり、リング部３２０と固定マウント部２２０とによ
って、防滴、防塵及び遮光機能が発揮される構成となっている。なお、摺動係合の隙間に
摺動グリスを塗布することにより、摺動性を高めることができると共に、隙間に満たされ
た摺動グリスにより、防滴、防塵機能を強化することができる。
【００３６】
　環状凸部３２２は、リング部３２０の外周に設けられている。切り欠き環状凸部３２３
は、固定マウント部２２０の外周全域に設けられた環状凹部２２６と対向する位置に設け
られている。図８に示すように、貫通穴部３２６ａ，３２６ｂは腕部２６０ａが有するタ
ップの切られた締結部２６１ａ，２６１ｂと、貫通穴部３２６ｃ，３２６ｄは腕部２６０
ｂが有するタップの切られた締結部２６１ｃ，２６１ｄと、それぞれ、ビスにより締結さ
れる。
【００３７】
　操作部３３０は、指係り部３３１と、貫通穴部３３２ａ，３３２ｂとを有する。貫通穴
部３３２ａ，３３２ｂに挿通したビスは、更にリング部３２０の貫通穴部３２６ａ，３２
６ｂを挿通し、腕部２６０ａの締結部２６１ａ，２６１ｂに締結される。こうして、操作
部３３０は腕部２６０ａを介して可動マウント部２４０と連結されるため、撮影者は、指
係り部３３１に指を掛けて、可動マウント部２４０の回転方向に操作部３３０を回動させ
ることで、可動マウント部２４０の回転操作を行うことができる。なお、操作部３３０は
、リング部３２０の貫通穴部３２６ｃ，３２６ｄにも配設することができる。
【００３８】
　第２の固定部３４０は、環状凹部３４１、第１の指置き部３４２、第２の指置き部３４
３及び貫通穴部３４４ａ，３４４ｂ，３４４ｃ，３４４ｄを有する。環状凹部３４１は、
リング部３２０の環状凸部３２２と係合する。これにより、係合面積が広くなると共に係
合する隙間の形状が屈曲するため、リング部３２０と第２の固定部３４０との間の隙間か
らの水滴やごみ等の異物の侵入や光の侵入を防ぐことができる。
【００３９】
　第１の指置き部３４２と第２の指置き部３４３は、操作部３３０の回動軌跡に干渉しな
い位置に設けられる。ビスが、貫通穴部３４４ａ～３４４ｄに挿通され、固定マウント部
２２０に設けられたタップの切られた締結部２２７ａ～２２７ｄに締結される。これによ
り、第２の固定部３４０は固定マウント部２２０に固定される。
【００４０】
　交換レンズ１００が撮像装置本体２００に取り付けられると、電気通信接点部１８０，
３８０どうしが一定の力で接触して導通した状態となる。これにより、撮像装置本体２０
０から交換レンズ１００への給電が行われ、交換レンズ１００と撮像装置本体２００との
間で制御信号の送受信が可能になる。
【００４１】
　回転検出部３７０は、可動マウント部２４０と締結されたリング部３２０の切り欠き環
状凸部３２３により、電気通信接点部１８０と電気通信接点部３８０との電気通信のオン
／オフを切り替える。弾性部材３５０及び金属球体３６０の機能については後述する。
【００４２】
　＜撮像装置本体２００に対する交換レンズ１００の着脱操作＞
　図１１は、撮像装置本体２００に対して交換レンズ１００を着脱する様子を示す斜視図
であり、図１１（ａ）は取り付け時の様子を、図１１（ｂ）は取り外し時の様子をそれぞ
れ示している。
【００４３】
　撮像装置本体２００に交換レンズ１００を取り付ける場合、図１１（ａ）に示すように
、操作部３３０の指係り部３３１に指を掛け、第２の固定部３４０の第１の指置き部３４
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２には別の指を置く。
【００４４】
　例えば、指係り部３３１のみを把持して操作部３３０を回動させることにより交換レン
ズ１００を撮像装置本体２００に取り付けようとすると、撮像装置本体２００にも回動操
作の力が加わる。そのため、撮像装置本体２００を押さえた状態で操作部３３０の回動操
作を行う必要が生じる。
【００４５】
　これに対して、図１１（ａ）に示す方法によれば、第１の指置き部３４２には、操作部
３３０の回動操作時には、指係り部３３１に作用する力と反する力が加わるため、撮像装
置本体２００を押さえながら回動操作を行う必要が無くなる。また、握力を使って操作部
３３０の回動操作を行うため、指係り部３３１のみを把持して回動操作を行う場合よりも
強い締め付け軸力が発生し、撮像装置本体２００と交換レンズ１００とを強く締結するこ
とができる。
【００４６】
　撮像装置本体２００から交換レンズ１００を取り外す場合、図１１（ｂ）に示すように
、指係り部３３１に指を掛け、第２の指置き部３４３に別の指を置く。撮像装置本体２０
０から交換レンズ１００を取り外す場合も、撮像装置本体２００に交換レンズ１００を取
り付ける場合と同様に、撮像装置本体２００を押さえながら操作部３３０の回動操作を行
う必要はない。
【００４７】
　図１２は、レンズマントの全体構成における、腕部２６０ａの光軸に垂直な断面図であ
る。腕部２６０ａは、筒状凹部２６２と、底面２６３とを有する。筒状凹部２６２には、
圧縮コイルバネである弾性部材３５０が摺動係合し、弾性部材３５０の一方の端が、底面
２６３と当接する。弾性部材３５０において底面２６３と当接していない端には、金属球
体３６０が配置される。これにより、弾性部材３５０は金属球体３６０を固定マウント部
２２０の側面２２８（図８参照）に向けて付勢し、金属球体３６０は側面２２８に圧接す
る。
【００４８】
　固定マウント部２２０の側面２２８には、切り欠き部２２９が設けられている。交換レ
ンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１２ｂと可動マウント部２４０の爪部２４１ａ
～２４１ｃとが光軸投影上で重ならない状態（つまり、交換レンズ１００の着脱が可能な
状態）において、金属球体３６０は切り欠き部２２９に落とし込まれる。逆に、バヨネッ
ト爪部１１２ａ～１１２ｂと爪部２４１ａ～２４１ｃとが光軸投影上で重なる状態では、
金属球体３６０は切り欠き部２２９から側面２２８に乗り上げた状態となる。
【００４９】
　こうして、金属球体３６０の動きにより、撮影者に対するクリック感を創出される。ま
た、金属球体３６０は、落とし込まれた位置から一定の荷重が加わらない限り、同位置を
保持し続けることが可能となる。よって、ユーザが可動マウント部２４０を交換レンズ１
００の着脱可能位置に合わせやすくなる。
【００５０】
　なお、金属球体３６０は、固定マウント部２２０の第１の当接面２３１と腕部２６０ａ
，２６０ｂの腕部当接面２６５とが当接する前に、切り欠き部２２９に落とし込まれる必
要がある。また、本実施形態では、交換レンズ１００の着脱可能位置に切り欠き部２２９
を設けたが、これに限られず、交換レンズ１００の着脱可能位置以外の場所でも、切り欠
き溝を設けて保持力を発生させることができる。
【００５１】
　＜交換レンズ１００を撮像装置本体２００に取り付けるときのレンズマントの動作＞
　図１３は、交換レンズ１００を撮像装置本体２００に取り付ける際のレンズマウント（
全体構成）の動作を経時的に示す正面図である。なお、図１３では、交換レンズ１００の
マウント部１１０としては、図４に示したマウント部１１０の一部のみを記載している。
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また、図１３（ａ）～（ｅ）の各状態における、固定マウント部２２０に対する可動マウ
ント部２４０の回転角度（以下「回転角度」と略記する）を「θ」で示している。
【００５２】
　図１３（ａ）は、交換レンズ１００のバヨネット爪部１１２ａ～１１２ｃと可動マウン
ト部２４０の爪部２４１ａ～２４１ｃとが光軸投影上で重なっておらず、交換レンズ１０
０の着脱が可能な位置を示す。このとき、金属球体３６０は切り欠き部２２９に落とし込
まれた状態となっている。なお、交換レンズ１００が図１３（ａ）の着脱可能位置にある
ときの回転角度θａを“０°”とする。
【００５３】
　図１３（ｂ）は、操作部３３０を回動操作し、バヨネット爪接触面１１３ａ～１１３ｃ
と爪接触面２４２ａ～２４２ｃとが、光軸投影上で重なり始める状態を示す。このとき、
回転角度は、θａ（＝０°）からθｂへ変化している。この状態では、互いの爪部が重な
り合っているため、交換レンズ１００が撮像装置本体２００から脱落することはない。
【００５４】
　図１３（ｃ）は、操作部３３０を更に回動操作し、バヨネット爪接触面１１３ａ～１１
３ｃと爪接触面２４２ａ～２４２ｃとが接触した状態において、可動マウント部２４０の
回転角度が最も小さい状態を示している。このときの回転角度θｃは、交換レンズ１００
のマウント部１１０の個体差により距離α（図６参照）が最小、且つ、任意の位置におけ
る固定マウント部２２０と可動マウント部２４０における距離β（図６参照）が最小の場
合に、両接触面が接触する角度である。つまり、回転角度θｃは、接触面同士の係り量が
最小の状態で締結される角度である。
【００５５】
　図１３（ｄ）は、更に操作部３３０を回動操作し、バヨネット爪接触面１１３ａ～１１
３ｃと爪接触面２４２ａ～２４２ｃとが接触した状態において、可動マウント部２４０の
回転角度が最も大きい状態を示している。回転角度θｄは、図１３（ｃ）の場合とは反対
に、交換レンズ１００のマウント部１１０の個体差により距離αが最大、且つ、任意の位
置における固定マウント部２２０と可動マウント部２４０における距離βが最大の場合に
、両接触面が接触する角度である。つまり、回転角度θｄは、接触面同士の係り量が最大
の状態で締結される角度である。
【００５６】
　図１３（ｅ）は、操作部３３０を更に回動操作し、固定マウント部２２０の第２の当接
面２３２と、腕部２６０ａ，２６０ｂの腕部当接面２６６とが接触している状態を示す。
この状態では、交換レンズ１００のマウント部１１０、撮像装置本体２００の固定マウン
ト部２２０及び可動マウント部２４０のいずれかは変形していることになる。そのため、
これらの各部が弾性変形域を超えないようにするため、固定マウント部２２０に設けた第
２の当接面２３２と、腕部２６０ａ，２６０ｂに設けた腕部当接面２６６とを当接させる
。これにより、固定マウント部２２０に対する可動マウント部２４０の回転量を規制する
ことで、各部の変形による破壊を防ぐことができる。なお、交換レンズ１００の締結が確
実に行えない事態とならないように、回転角度θｅは、回転角度θｄ以上（θｄ≦θｅ）
である必要がある。
【００５７】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係るレンズマウントでは、従来のバヨネ
ット式レンズマウントの交換レンズ１００を、簡単に撮像装置本体２００に取り付けるこ
とができ、取り付けられた状態でのがたつきをなくすことができる。
【００５８】
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。
【符号の説明】
【００５９】
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　１００　　交換レンズ
　１１０　　マウント部
　１１１　　レンズ側マウント面
　１１２ａ～１１２ｃ　　バヨネット爪部
　２００　　撮像装置本体
　２１０　　第１の固定部
　２２０　　固定マウント部
　２２１　　本体側マウント面
　２２３　　雌ねじ部（第１のねじ部）
　２３１　　第１の当接面
　２３２　　第２の当接面
　２４０　　可動マウント部
　２４１ａ～２４１ｃ　　爪部
　２４３　　雄ねじ部（第２のねじ部）
　２６０ａ，２６０ｂ　　腕部
　２６５，２６６　　腕部当接面
　３２０　　リング部
　３３０　　操作部
　３４０　　第２の固定部
　３４２，３４３　　第１，第２の指置き部
　３５０　　弾性部材
　３６０　　金属球体

【図１】 【図２】
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